
寒河江市では、市内で活動される団体の皆様に 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を貸出しています 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●問い合わせ／寒河江市健康増進課健康づくり係☎０２３７－８５－０９７３ 
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使用日の２カ月前から１週
間前までにＡＥＤ貸出申請
書（様式第１号）を提出 

ＡＥＤ貸出承認書 
（様式第２号） 

ハートフルセンター 
窓口で借り受ける 

行事開催 

ＡＥＤを返却する際に、 
ＡＥＤ使用実績報告書 
（様式第３号）を提出 

ＡＥＤを亡失・破損した場合、 
ＡＥＤ亡失等届出書（様式第
４号）を提出し、原状復帰・
損害賠償 

貸出用自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 

○ＡＥＤ本体／日本ＣＵメディカルシステム㈱ ＣＵ－ＳＰ１ 
○付 属 品／電極パッド（備え付け）、 

レスキューセット、取扱説明カード、 
         取扱説明のＤＶＤ 
 
※準備していただくもの／ 
タオル（身体が濡れている場合に拭き取るため） 


